
最高裁秘書第2584号

令和2年1 1月6日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村
』

司法行政文書開示通知書

6月16日付け（同月18日受付，第020197号）で申出のありました司法

行政文書の開示について， 下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

令和2年度簡易裁判所判事選考委員会（第2回）議事録（片面で1 1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（氏名， 印影等）及び公にすることにより今後の

人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれが

ある情報が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号

及び第6号二に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載され

ている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

、

担当課秘書課（文書室）電話()3 （3264） 5652 （直通）



0

令和2年度簡易裁判所判事選考委員会（第2回）議事録

日時及び場所

令和2年7月2．7日 （月）午前10時30分から午前11時20分まで
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第 議題

最終合格者の決定について

簡易裁判所判事候補者選考実施要綱の改正について

４
１

第 議事

委員長代理指名（報告）

委員長

近藤委員を委員長代理に指名した旨の報告
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2最終合格者の決定につい･て

（1）第2次選考結果報告

幹事

令和2年度の第2次選考の高等裁判所における一般試問結果，法律試問結

果及び最高裁判所における一般試問結果の概要について説明

（2）最終合否の検討・決定

幹事

別紙1について説明

戸

一審議一

一採決一

受験番号’

｜
’

圓合格とし, その余を不合格

幹事

選考後の手続について説明

3 簡易裁判所判事候補者選考実施要綱の改正について

幹事

（1）別紙2に基づいて実施要綱の改正点を説明

(2) ’

’
｜

’

’
1 ’

’
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－審議一

一採決一

別紙2のとおり可決

4 その他

委員長

選考結果を裁判官会議で報告する旨説明

第5閉会

委員長

委員会の閉会宣言

令和2年7月27日

簡易裁判所判事選考委員会
､

書記 古屋慎 ●
●

'

書記 澤田幸
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令和2年度簡易裁判所判事候補者選考成績一覧表

｜ フリカナ ｜ 所属官職名氏名
受験

番号
壱
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二
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令和2年度簡易裁判所判事候補者選考成績一覧表

所属官職名

Ⅱ■■■■■■■■■■■■■

I ■
｜ フリカナ ｜氏名 口

受験

番号

1

、

I

1

1
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令和2年度簡易裁判所判事候補者選考成績一覧表

１
１
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Ⅱ
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Ⅱ
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ﾌリガチ 所属官職名
受験
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氏名

T
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令和2年度簡易裁判所判事候補者選考成績＝覧表

受験

番号
1

フリガナ氏名 所属官職名
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*

１
１
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I

I
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令和2年度簡易裁判所判事候補者選考成績一覧表

’

I
I

受験

番号
フリガナ 所属官職名氏名

I

5／5ページ



別紙2

簡易裁判所判事候補者選考実施要綱

(平成15年6月30日簡易裁判所判事選考委員会決議）

(平成21年5月11日簡易裁判所判事選考委員会決議）

（平成28年6月3日簡易裁判所判事選考委員会決議）

(平成29年4月13日簡易裁判所判事選考委員会決議）

__(金和2年Z月2Z日簡易裁判所判事選者委員会決議）’
1 選考の区分

簡易裁判所判事候補者の選考は，第1次選考，第2次選考及び身上調査等によって

行う。

2第1次選考

（1） 目的

簡易裁判所半1事の職務に必要な法律学に関する学識及びその応用能力並びに人物

‘を審査する。

（2）対象者

簡易裁判所判事推薦委員会から推薦のあった者

（3） 内容及び方法

ア ・内容 ．

次に掲げる5科目の筆記試験を行う。

憲 法

民 法

刑 法

民事訴訟法

刑事訴訟法

イ方法

論文式により行う。

なお，六法の使用を認めるbただし，書き込みのあるもの及び解説又は参照判

例付きのものは認めない。

（4）実施機関

対象者を推薦した簡易裁判所判事推薦委員会の置かれた地方裁判所を監督する高

’

I

‐1‐



別紙2

等裁判所とする。

（5）期日，日程及び場所

ア期日

委員長が定める期白

イ 曰程

第1日目

午前憲法

午後民法

第2日目

午前刑法

午後民事訴訟法

第3日目

午前刑事訴訟法

なお，各科目の試験時間は， 2時間とし，開始及び終了の時刻は，委員長が定

める。

ウ場所

実施機関が指定する場所

（6）試験問題の決定並びに試験答案の審査及び採点

ア試験問題は臨時委員が作成し，委員長が決定する。

イ試験答案の審査及び採点は臨時委員が行い，その結果を委員会に報告する。

ウ臨時委員の委嘱は，委員長に委任する。

（7）合格者の決定

試験答案の審査及び採点結果並述l皇高等裁判所長官の意見に基づいて決定する。

s第2次選考

(1) 目的

簡易裁判所判事の職務に必要な民事法及び刑事法に関する学識及びその応用能力

並びに人物を審査する。

（2）対象者

第1次選考合格者及び委員会が相当と認める者

. (3)内容及び方法

’
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別紙2

ア高等裁判所における一般試問

（ｱ）第1次選考合格者について，当該合格者を推薦した簡易裁判所判事推薦委員

会の置かれた地方裁判所を監督する高等裁判所において，身上；経歴，適性等

の一般的事項に関する試問を行う。

（ｲ）試問は，臨時委員が行い，その結果を委員会に報告する。

（ｳ）臨時委員の委嘱は，委員長に委任する。

イ法律試問

（ｱ） (2)の対象者全員について，最高裁判所において， 口述の方法により法律問題

・ に関する試問を行う。

（ｲ）試験問題は臨時委員が作成し，委員長が決定する。

（ｳ）試問は，臨時委員が行い，その結果を委員会に報告する｡、

倒臨時委員の委嘱は，委員長に委任する。

ウ最高裁判所における一般試問

（ｱ)(2)の対象者全員について，最高裁判所において，身上，経歴，適性等の一般

的事項に関する試問を行う。

（ｲ）試問は,幹事又は臨時委員が行い，その結果を委員会に報告する。

（ｳ）臨時委員の委嘱は，委員長に委任する。

(4)期日

ア (3)のアにつき,委員長の定める期間内で各高等裁判所が定める期日

イ (3)のイ， ウにつき，委員長の定める期日

(5)結果の判定

(3)の各試問の結果を総合して判定する。

身上調査等 ．

(1)第2次選考対象者について，身上調書その他関係書類の記載事項の真否その他必

要な事項について，調査を行うことができる。

(2)第2次選考対象者に提出させる健康診断票に基づき，健康状態について必要鞍調

査を行う。健康診断の項目は，委員長が定める。

選考合格者の決定

第1次選考，第2次選考及び身上調査等の結果を総合して決定する。

以上

4

5
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